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総合教育会議資料

指導課

【表1】件数の推移

平成27年 度いじめの現状と対策
1.3年 間の認知件数の推移

習志野高校 アンケート年2回実施
H27 いじめ認知イ牛数

2.本 市のいじめの特徴
(1)解消数・解消率

(2)男女比

小学校 :男子55%、 女子45%

【表2】いじめの解消率

12件 (すべて解消)

中学校 :男子65%、 女子35%
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【図1認 知件数の推移】

1学期 2学期 3学期

種 別 解消数 解消率 角準,肖蓼決 角準,肖塁客 解消数 解消率

小学校 879/1148 76.6% 936/1184 79.1% 636/812 78.3%

中学校 62/86 72.1% 67/99 67.7% 28/52 53.8%



(3)学年別いじめ認知件数(平成27年 度合計)

学年別いじめ認知件数平成27年度
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(4)いじめの内容

小学校

①からかわれたり、悪口を言われたり、おどされたり、イヤなことを言われたりする。
1903件(36.7%)

②たたく、ける、なぐるなどの暴力を受けたり、わざとぶつかられたりする。
1131件(21.9%)

③仲間はずれにされたり、無視されたり、さけられたり、バイキン扱いされたりする。
752件(14.5%)

中学校

①からかわれたり、悪口を言われたり、おどされたり、イヤなことを言われたりする。
175件(38.9%)

②仲間はずれにされたり、無視されたり、さけられたり、バイキン扱いされたりする。
93件 (20.5%)

③たたく、ける、なぐるなどの暴力を受けたり、わざとぶつかられたりする。
66件 (14.6%)

3.教 育委員会の対応状況
・毎学期いじめアンケートの実施の依頼

(6月、11月 、2月に実施)
・アンケート実施後の集計、対策等小中学校との連携

(解消状況、気になる記述など)
・生徒指導担当者会議(中学校毎月1回)

(主な参加者:千葉県警察本部京葉地区少年センター、習志野警察、

2



葛南教育事務所、青少年センター、指導課、中学校担当)
・小中生徒指導主任会議(年4回 )
・1、3学期末生徒指導訪間の実施
・入学式、運動会・体育祭への参加

4.各 学校での対応状況

・毎学期いじめアンケートの実施 .

・教育相談の充実
・学校いじめ防止基本方針

組織運営

年ごとの見直し、チェック
・情報の共有化、ファイル化

5.学 校の取り組み
・小学校の実践  あいさつ運動、地域でのボランティア活動、標語作り

いじめ防止キャンペーン
・中学校の実践  あいさつ運動、イエローリボンキャンペーン、いじめ0宣 言

NHK「 いじめをノックアウト」100万 人の行動宣言
・小中共通の実践 道徳の授業の充実、自然体験学習等

・保護者、生徒対象のサイバー犯罪の講演会等
・生徒指導委の機能を生かした「わかる授業」の展開
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いじめ問題対策委員会 委員名簿

氏  名 職業・役職 委嘱理由

渡退 惇 弁護士 学識経験者(法律)

麻生 博子 人権擁護委員 学識経験者 (人権)

”堺 淑子 千葉県臨床心理士会 学識経験者 (心理)

サトウ   ヒロュキ

佐藤 裕幸 習志野市医師会代表 学識経験者 (医療)

一海効
岡

”片 千葉大学大学院教授・千葉大学附属小学校長 学識経験者 (教育)

習志野市いじめ問題対策連絡協議会委員 名簿 (案)

氏  名 職業・役職 委嘱理由

い人
⇒燥宋

″松
弾植 教育長(会長) 教育長

宮本 泰介 市 長 市長

鮎川 由美 市議会議員 市議会議員

ハタナカ タダシ

畑中 忠 習志野警察署長 関係行政機関職員

パ
柴 弘 一 千葉地方法務局 人権擁護課長 関係行政機関職員

吉≦鮮革 千葉県中央児童相談所 上席児童福祉士 関係行政機関職員

エグチ   ヒロヒサ

江口 弘久 習志野健康福祉センター長 関係行政機関職員

岩 田 叫寛 千葉人権擁護委員協議会 習志野支部会 監事 学識経験者

伊藤 寛 習志野交通安全協会 会長 学識経験者

高橋 君枝 習志野八千代地区保護司会 習志野支部 支部長 学識経験者

海贅 嘉胤 習志野市社会福祉協議会 会長 学識経験者

武田 光広 習志野市青少年相談員連絡協議会 会長 学識経験者

松濱 幸子 習志野市青少年補導委員連絡協議会 会長 学識経験者

勧
岡 久 郎 習志野市青少年センター運営協議会 委員 学識経験者

佐賀 正栄 習志野市PTA連 絡協議会 会長 学識経験者

福江 準 母子保健推進員の会 理事会 書記 学識経験者

藤原 久生 習志野市連合町会連絡協議会 会計 学識経験者

増田 美代子 習志野市民生委員児童委員協議会 副会長 学識経験者

加り|1美 奈子 習志野市子ども会育成会連絡協議会 相談役 学識経験者

廣瀬 博 習志野市スポーツ推進委員連絡協議会 会長 学識経験者

界秘護悪 習志野市立習志野高等学校長 関係行政機関職員

田久保 正彦 習志野市小中学校長会長 関係行政機関職員

遠山 慎治 健康福祉部長 関係行政機関職員

言取言方 日青1言 こども部長 関係行政機関職員

様弄絶芝 学校教育部長 関係行政機関職員
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○習志野市いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会及びいじめ問題再調査委員
会設置条例

平成27年12月25日

条例第25号
目次

第1章 総則 (第1条)

第2章 習志野市いじめ問題対策連絡協議会 (第2条―第7条)
第3章 習志野市いじめ問題対策委員会(第8条―第17条)
第4章 習志野市いじめ問題再調査委員会(第18条―第21条)
第5章 雑則 (第22条)

附則

第1章 総則
(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下 「法」という。)の規定
に基づき設置する習志野市いじめ問題対策連絡協議会、習志野市いじめ問題対策委員会及び習
志野市いじめ問題再調査委員会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす
る。

第2章 習志野市い じめ問題対策連絡協議会
(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、本市に習志野市いじめ問題対策連絡協議会(以下 「協議
会」とい う。)を置 く。
(職務)

第3条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推
進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るための事務
を処理する。
(組織)

第4条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 協議会の委員は、習志野市青少年問題協議会設置条例(昭和38年条例第10号)に規定する習志

野市青少年問題協議会の委員をもって充てる。
(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長を、副会長は市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理 し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。
(会議)

第6条 協議会の会議 (以下この条において 「会議」という。)は、会長が招集 し、会議の議長と
なる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、いじめ問題対策担当謀において処理する。
第3章 習志野市い じめ問題対策委員会

(設置)                              
´

第8条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として習志野市いじめ問題対策委
員会 (以下 「対策委員会」とい う。)を置く。
(職務)

第9条 対策委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)い じめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をい う。以下同じ。)のための対策に
関すること。

(2)法 第24条に規定する事案に関すること。
(3)前 2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のために教育委員会が必要 と認める事項に関
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すること。                                      ´

2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応 じ、法第28条第1項に規定する重大事態に関することに   ′

ついて調査審議する。
(組織)

第10条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要 と認める者のうちから教育委員会が委嘱

する。
(任期)

第H条  委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理 し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。
(会議)

第13条 対策委員会の会議 (以下この条及び次条において 「会議」という。)は、委員長が招集
し、会議の議長 となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第14条 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ意見を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)

第15条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(秘密を守る義務)

第16条 委員は、職務上知 り得た秘密を漏 らしてはならない。その職を退いた後も、同様 とす
る。
(庶務)

第17条 対策委員会の庶務は、いじめ問題対策担当課において処理する。
第4章 '習 志野市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として習志野市いじめ問題再調査委員
会 (以下 「再調査委員会」という。)を置 く。
(職務)

第19条 再調査委員会は、市長の諮間に応 じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について
必要な調査を行 う。
(準用)

第20条 第10条から第16条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、
第10条第2項中 「教育委員会」とあるのは、 「市長」 と読み替えるものとする。
(庶務)

第21条 再調査委員会の庶務は、ル じヽめ問題再調査担当課において処理する。

第5章 雑則
(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、協議会、対策委員会又は再調査委員会の運営に関し必要
な事項は、会長及び委員長がそれぞれ協議会、対策委員会又は再調査委員会に諮つて定める。

附 則
(施行期 日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す
る。
(準備行為)
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2 第10条第2項 (第20条において準用する場合を含む。)の規定による委員の委嘱その他必要な準
備行為は、この条例の施行の日前においても行 うことができる。
(任期の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される対策委員会及び再調査委員会の委員の任期は、笙
11条第1項(第20条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平
成30年3月31日までとする。
(習志野市青少年問題協議会設置条例の一部改正)

4 習志野市青少年問題協議会設置条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
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平成28年 6月 29日

総合教育会議資料

指導課

～中学生の自治活動で「いじめ撲滅 !」～

【第二中学校】

二中では、「いじめ撲滅運動」を全校で実施しています。

いじめ撲滅運動の主な活動は2つあります。

1つ目は、生徒会本部役員が集会などの際にいじめについ

て話します。SNSに よるいじめやいじめの具体的な体験談な

どを紹介しました。

2つ 目はイエローリボンの運動です。

生徒会役員の名札にいじめをしない証としてイエローリボン

をつけています。

このような活動を通して、僕たち生徒会本部役員は、いじめ

のつらさやひどさを改めて知りました。

だから、これからもこれらの活動を続け、三中いじめ0を目

指していきたいと思います。 生徒会担当 國京孝行教諭 生徒会長 力日藤健さん

生徒会長 杉山大智さん 生徒会担当 中川瞳教諭

学校教育だよりで特集を組んでいく予定です。
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【第五中学校】

本校では昨年度、NHKの 「いじめをノックアウト」で企画され

ている『行動宣言』を全校で行いました。いじめをなくすため

に、自分はどんなことができるかを考えてもらいました。

今年度は、周りの人について全校生徒に考えてもらいます。

自分の行動で人はどう思うか、何を感じるかを考え、共有して

いこうと考えています。周りの人の意見を聞くことで人それぞ

れの異なった考えに気づき、個性を認めることができるように

なることをねらいとしています。


